
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
号 

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
保
険
医
療
材
料
及
び
そ

の
材
料
価
格
（
材
料
価
格
基
準
）
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

 

特
定
保
険
医
療
材
料
及
び
そ
の
材
料
価
格
（
材
料
価
格
基
準
）
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

 
 

別
表
 

Ⅰ
 
（
略
）
 

Ⅱ
 
医
科
点
数
表
の
第
２
章
第
１
部
、
第
３
部
か
ら
第
６
部
ま
で
及
び
第
９
部

か
ら
第

12
部
ま
で
に
規
定
す
る
特
定
保
険
医
療
材
料
（
フ
ィ
ル
ム
を
除
く
。

）
及
び
そ
の
材
料
価
格
 

001～
131 

（
略
）
 

132 
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
カ
テ
ー
テ
ル
 

(１
)～

(４) 
 （

略
）
 

(５
)  分

枝
血
管
用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102,000
円
 

133 
血
管
内
手
術
用
カ
テ
ー
テ
ル
 

(１
)   （

略
）
 

(２
)  末

梢 し
よ
う血

管
用
ス
テ
ン
ト
セ
ッ
ト
 

①
～
③
 
（
略
）
 

④
 
生
体
吸
収
・
再
狭
窄 さ

く抑
制
型
 
 
 
 
 
 
 
259,000

円
 

(３
)～

(23) （
略
）
 

134～
145 

（
略
）
 

146 
大
動
脈
用
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
 

(１
) 

腹
部
大
動
脈
用
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
（
メ
イ
ン
部
分
）
 

①
～
③
 
（
略
）
 

 
④
 
分
枝
血
管
部
分
連
結
型
   

 
 
     

 
  3,820,000

円
 

(２
)～

(６) （
略
）
 

147～
190 

（
略
）
 

191 
末

梢 し
よ
う血

管
用
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
 

(１
)・

(２) （
略
）
 

(３
)  腹

部
大
動
脈
分
枝
血
管
対
応
型
 
 
 
 
 
 
 
 
322,000

円
 

192～
236 

（
略
）
 

237 
軟
骨
修
復
材
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1,170,000

円
 

Ⅲ
～
Ⅴ
 
（
略
）
 

別
表
 

Ⅰ
 
（
略
）
 

Ⅱ
 
医
科
点
数
表
の
第
２
章
第
１
部
、
第
３
部
か
ら
第
６
部
ま
で
及
び
第
９
部

か
ら
第

12
部
ま
で
に
規
定
す
る
特
定
保
険
医
療
材
料
（
フ
ィ
ル
ム
を
除
く
。

）
及
び
そ
の
材
料
価
格
 

001～
131 

（
略
）
 

132 
ガ
イ
デ
ィ
ン
グ
カ
テ
ー
テ
ル
 

(１
)～

(４) 
 （

略
）
 

（
新
設
）
 

133 
血
管
内
手
術
用
カ
テ
ー
テ
ル
 

(１
)   （

略
）
 

(２
)  末

梢 し
よ
う血

管
用
ス
テ
ン
ト
セ
ッ
ト
 

①
～
③
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

(３
)～

(23) （
略
）
 

134～
145 

（
略
）
 

146 
大
動
脈
用
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
 

(１
) 

腹
部
大
動
脈
用
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
（
メ
イ
ン
部
分
）
 

①
～
③
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

(２
)～

(６) （
略
）
 

147～
190 

（
略
）
 

191 
末

梢 し
よ
う血

管
用
ス
テ
ン
ト
グ
ラ
フ
ト
 

(１
)・

(２) （
略
）
 

（
新
設
）
 

192～
236 

（
略
）
 

（
新
設
）
 

Ⅲ
～
Ⅴ
 
（
略
）
 



Ⅵ
 
歯
科
点
数
表
の
第
２
章
第
12部

に
規
定
す
る
特
定
保
険
医
療
材
料
及
び
そ

の
材
料
価
格
 

品
 
 
 
 
 
名
 

単
 
位
 

材
料
価
格
 

0
01 

（
略
）
 

 
 

0
02 

歯
科
鋳
造
用

1
4
カ
ラ
ッ
ト
金
合
金
イ
ン
レ

ー
用
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

13,287円
 

0
03 

歯
科
鋳
造
用

1
4
カ
ラ
ッ
ト
金
合
金
鉤 こ

う用
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

11,978円
 

0
04 

歯
科
用

14
カ
ラ
ッ
ト
金
合
金
鉤 こ

う用
線
（
金
5

8.33％
以
上
）
 

１
ｇ
 

12,073円
 

0
05 

歯
科
用

1
4
カ
ラ
ッ
ト
合
金
用
金
ろ
う
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

12,062円
 

0
06 

歯
科
鋳
造
用
金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
（
金
1

2％
以
上
 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

3,802円
 

007～
0
09 

（
略
）
 

 
 

0
10 

歯
科
用
金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
ろ
う
（
金
1

5％
以
上
 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

5,435円
 

0
11 

歯
科
鋳
造
用
銀
合
金

 
第
１
種
（
銀

6
0
％

以
上
イ
ン
ジ
ウ
ム
５
％
未
満

 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適

合
品
）
 

１
ｇ
 

207円
 

0
12 

歯
科
鋳
造
用
銀
合
金

 
第
２
種
（
銀

6
0
％

以
上
イ
ン
ジ
ウ
ム
５
％
以
上

 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適

合
品
）
 

１
ｇ
 

232円
 

0
13 

歯
科
用
銀
ろ
う
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

261円
 

0
14～

0
69 

（
略
）
 

 
 

 

0
70 

３
次
元
プ
リ
ン
ト
有
床
義
歯
歯
冠
部
用
材

料
 

１
歯
 

59円
 

0
71 

３
次
元
プ
リ
ン
ト
有
床
義
歯
義
歯
床
用
材

料
 

１
顎
 

2,026円
 

Ⅶ
・
Ⅷ
 
（
略
）
 

Ⅸ
 
経
過
措
置
 

Ⅵ
 
歯
科
点
数
表
の
第
２
章
第
12部

に
規
定
す
る
特
定
保
険
医
療
材
料
及
び
そ

の
材
料
価
格
 

品
 
 
 
 
 
名
 

単
 
位
 

材
料
価
格
 

001 
（
略
）
 

 
 

002 
歯
科
鋳
造
用

1
4
カ
ラ
ッ
ト
金
合
金
イ
ン
レ

ー
用
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

12,587円
 

003 
歯
科
鋳
造
用

1
4
カ
ラ
ッ
ト
金
合
金
鉤 こ

う用
（

Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

11,278円
 

004 
歯
科
用
14カ

ラ
ッ
ト
金
合
金
鉤 こ

う用
線
（
金
5

8.33％
以
上
）
 

１
ｇ
 

11,373円
 

005 
歯
科
用

1
4
カ
ラ
ッ
ト
合
金
用
金
ろ
う
（
Ｊ

Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

11,362円
 

006 
歯
科
鋳
造
用
金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
（
金
1

2％
以
上
 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

3,445円
 

007～
009 

（
略
）
 

 
 

010 
歯
科
用
金
銀
パ
ラ
ジ
ウ
ム
合
金
ろ
う
（
金
1

5％
以
上
 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

5,095円
 

011 
歯
科
鋳
造
用
銀
合
金

 
第
１
種
（
銀

6
0
％

以
上
イ
ン
ジ
ウ
ム
５
％
未
満

 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適

合
品
）
 

１
ｇ
 

187円
 

012 
歯
科
鋳
造
用
銀
合
金

 
第
２
種
（
銀

6
0
％

以
上
イ
ン
ジ
ウ
ム
５
％
以
上

 
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適

合
品
）
 

１
ｇ
 

212円
 

013 
歯
科
用
銀
ろ
う
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
適
合
品
）
 

１
ｇ
 

250円
 

014～
069 

（
略
）
 

 
 

 

（
新
設
）
 

 
 

 

（
新
設
）
 

 
 

 

Ⅶ
・
Ⅷ
 
（
略
）
 

Ⅸ
 
経
過
措
置
 



(１
)  Ⅱ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
25
年
法
律
第

8
4号

）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
昭
和

35
年
法
律
第

145
号
）
第

14
条
第
１
項
又
は
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

35年
法
律
第

145
号
）
第

23
条
の
２
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
次
の

表
の
左
欄
の
承
認
番
号
を
付
与
さ
れ
た
同
欄
に
掲
げ
る
特
定
保
険
医
療
材

料
の
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
材
料
価
格
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
材
料
価
格
と
す
る
。
 

073 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

133
 
血
管
内
手
術
用
カ

テ
ー
テ
ル
 

(２
)  末

梢 し
よ
う血

管
用

ス
テ
ン
ト
セ
ッ

ト
 

④
 
生
体
吸
収

・
再
狭
窄 さ

く

抑

制
型
 

（
承
認
番
号
）
 

30700B
ZX0

015
400

0 

令
和
７
年

1
2
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
11月

30日
ま
で
 

264,000円
 

146
 
大
動
脈
用
ス
テ
ン

ト
グ
ラ
フ
ト
 

(１
)  

腹
部
大
動
脈

用
ス
テ
ン
ト
グ

ラ
フ
ト
（
メ
イ

ン
部
分
）
 

④
 
分
枝
血
管

部
分
連
結
型
 

（
承
認
番
号
）

30600B
ZX0

023
500

0 

令
和
７
年

1
2
月
１
日
か
ら

令
和
９
年
11月

30日
ま
で
 

3,840,000円
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

(２
)  （

略
）
 

(１
)  Ⅱ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
25年

法
律
第
84号

）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
薬
事
法
（
昭
和

35
年
法
律
第

145
号
）
第

14
条
第
１
項
又
は
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

35
年
法
律
第

145
号
）
第

23
条
の
２
の
５
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
、
次
の

表
の
左
欄
の
承
認
番
号
を
付
与
さ
れ
た
同
欄
に
掲
げ
る
特
定
保
険
医
療
材

料
の
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
材
料
価
格
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
右
欄
に
掲
げ
る
材
料
価
格
と
す
る
。
 

073 
（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
新
設
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
略
）
 

(２
)  （

略
）
 

 
 


